
ご家族に
お声かけ
ください！

　市では、森林環境譲与税を活用して、森林整備や担い手の確保、木材利用を進めるための支援
や公共事業などを行っています。

令和6年度の森林環境譲与税を活用した支援や公共事業の紹介

林業経営の健全化を図るため、支援や公共
事業を行いました。

林業の持続的、健全化に関する施策
「いずもの木」の利用拡大を進めるための
支援や公共事業を行いました。

市産材の利活用の推進に関する施策

森林が持つ水源涵養や土砂流出防止機能などの
機能を発揮できるよう支援を行いました。

森林の有する公益的機能の発揮に関する施策
すい げん かん よう

森林環境譲与税の
使途状況について
詳しくはこちら▼

　学生向けのＩＴ技術体験イベントです。ＲＰＡ※の講習・演習を通してＩＴ技術を実践的に
学び、出雲市内で働くＩＴエンジニアとの交流会も行います。
　※ＲＰＡ：「Robotic Process Automation」…パソコン上で人が日常的に行っている操作手順を記録し、それらを
　　自動的に高速かつ正確に実行する技術

　学生向けのＩＴ技術体験イベントです。ＲＰＡ※の講習・演習を通してＩＴ技術を実践的に
学び、出雲市内で働くＩＴエンジニアとの交流会も行います。
　※ＲＰＡ：「Robotic Process Automation」…パソコン上で人が日常的に行っている操作手順を記録し、それらを
　　自動的に高速かつ正確に実行する技術

おたずね／産業政策課　TEL ２４－７６２０　メール koyou@city.izumo.shimane.jp

おたずね／森林政策課　TEL 21-６９９６

おたずね／はあとピアいずも実行委員会事務局（サン・アビリティーズいずも内）TEL 24-2040　FAX 25-0829
福祉推進課　TEL 21-6959　FAX 21-6598

ジョブ・ナビⅠＺＵＭＯ 検索

イベント詳細や申込方法などは、
「ジョブ・ナビIZUMO」でご確認
ください。

ハテナからはじめる
ITワークショップ  RPA（自動化）編

11月29日（土） 10：00～18：00
いずもデジタルスタジオ（出雲科学館内）

参加費無料

※11月中旬オープン予定

15人（先着順）
PC等は不要（貸出用あり）。 昼食は各自でご用意ください。

大学、大学院、短大、高専、専門学校等に在籍する学生
自由

ＲＰＡ講習・実践演習
成果発表、ITエンジニアとの交流会

障がいのある方の文化創造活動の発表の
場であり、地域の皆さんとふれあう場です。
多くの絵画等を展示しております。ぜひお
こしください。

と　き 11月15日（土）・16日（日）
ところ 大社文化プレイス うらら館

（ごえんホール内）
入場料 無料

はあとピアいずもはあとピアいずも
出雲市福祉芸術文化祭

開催！開催！第28
回

●はあとギャラリー
　（障がい者の絵画、彫刻、書、写真、
　 工芸、手芸、生花等の作品の展示）
　15日（土）１０：００～１７：００
　16日（日）１０：００～１６：００
●福祉販売（工芸品等の販売）
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手話をやってみよう！手話をやってみよう！ 脇をしめ、両手の拳を
同時に上下に動かす

今月は、「ジョギング」です。
ぜひやってみてください！
出雲市 YouTube 公式チャンネルで動画も
公開していますので検索してください。
「出雲市 YouTube やさしい手話」  で  検索

おたずね／福祉推進課  TEL ２１－６９５９　FAX ２１－６５９８

申込み・おたずね／福祉推進課　TEL 21－6959　FAX 21－6598　メール : fukushi@city.izumo.shimane.jp

◆日　時／11月24日（月・休）10：00～11：00　　　　　◆参 加 費／無料
◆会　場／市役所本庁１階 くにびき大ホール（今市町 70）　  ◆申込期限／ 11月 14日（金）

◆申込方法／電話、FAX、メール、窓口受付のいずれかでお申し込みください。

　皆さんは、「筆談」をしたことがありますか。例年、参加者の皆さんから、「わかりやすく具体的
な話で勉強になった」「簡潔に伝える方法を知ることができた」と好評の筆談セミナーを開催し
ます。
　筆談のコツを知って、聞こえない人、聞こえにくい人に分かりやすく伝えてみましょう。

「気軽に筆談セミナー」を開催します「気軽に筆談セミナー」を開催します

※メールの場合は件名を「筆談セミナー」としてください。

おたずね／福祉推進課　TEL ２１ー６９５９　FAX ２１ー６５９８

　令和７年１０月１日から思いやり駐車場制度が改正され、妊産婦、けが人等について対象とな
る期間が拡充されました。

思いやり駐車場制度が拡充されました

【拡充内容】

〈必要書類〉

〈受付窓口〉市役所本庁福祉推進課または各行政センター市民サービス課
【問い合わせ先】
　島根県障がい福祉課　〒690-8501 松江市殿町１番地 県庁第２分庁舎１階
　TEL 0852-22-6526　FAX 0852-22-6687

◎９月末までに利用証の交付を受けた方で期間の延長を希望される場合は、次の必要書類を
　ご用意のうえ、窓口で手続きが必要です。

１０月１日から
母子手帳取得時から産後２年間
母子手帳取得時から産後３年間

傷病等で回復の見込みがない方は有効期限なし

単胎児
多胎児

妊産婦
けが人等

現在お持ちの利用証・母子手帳
現在お持ちの利用証・診断書

妊産婦

けが人等

これまで

妊娠７か月から産後１年間

最大１年で必要な期間

この制度の詳細は、
二次元コードから
ご確認ください。
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